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有 益 な 経 営 提 言

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

さて、2020年から新型コロナウイルス感染症の被害・影響が多大にでて、

2021年にも続きそうです。皆様も今後ともお気を付けください。

今年も皆様にご多幸・ご発展がありますように税理士法人永田会計

一同精一杯尽力させていただきます。

個人が国等から受け取る給付金等の課税関係
新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体から行われていま

す。この給付金等に係る課税関係は、その都度判断します。そして個人が課税される給付金等を受
け取る場合には、どの所得に該当するのかも判断しなければなりません。そこで今回は、個人の確定
申告時期を前に、国税庁から公表されている情報から、国等から個人へ支給された給付金等に係
る課税関係を確認しましょう。

〇課税となるもの（例示）

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

〇非課税となるもの（例示）
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特
例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業の助成
・簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
・子育て世帯臨時特例給付金
・年金生活者等支援臨時福祉給付金
・東京都認証保育所の保育料助成金

・持続化給付金(事業所得者向け) ・家賃支援給付金 ・雇用調整助成金 ・文化芸術
スポーツ活動の継続支援 ・農林漁業者への経営継続補助金 ・肉用牛肥育経営安
定特別対策事業による補てん金 ・小学校休業等対応助成金・支援金

・持続化給付金(給与所得者向け) ・GoToキャンペーン事業における給付金
・すまい給付金 ・地域振興券 ・マイナポイント

・持続化給付金(雑所得者向け) ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における
割引券(通常時のもの) ・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時
のもの)

①事業所得等

②一時所得

③雑所得

令和３年の目標



上記の図・表は感染者数上位国の感染者を比較したものになっています。単純に患者数と人口を
比較すると中国が少なくなります。しかし、日本を基準に考えると日本の感染対策は非難されがちで
すが、人口数にすると優秀なほうだと言えるかもしれません。
※朝日新聞・熊本日日新聞の記事を引用
前ページ下表の補足ですが、一時所得にご注意ください。一時所得は収入金額からその収入を得

るために支出した金額を差し引き、そこからさらに50万円を控除することができます。注意すべきは、
保険金の満期返戻金や解約返戻金として受け取った場合やふるさと納税の返戻金を受け取った場
合は一時所得となりますのでご注意ください。※前ページと補足は 様より引用

コロナ感染者1人当たり人口比較調べ
感染者の多い10か国と日本と往来の多い国
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